
【特別相談窓口】
秋田労働局雇用環境・均等室
秋田市山王７－１－３ 秋田合同庁舎４階
電話番号 ０１８－８６２－６６８４
開設時間 8：30～17：15（土日・祝日・年末年始を除く）

【相談内容】
職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産、

育児休業・介護休業に関するハラスメントに関連した職場における各種ハラスメ
ントに関する相談
職場におけるハラスメント対策に関する取組についての相談 など

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくり
を推進を推進しています。
月間中、秋田労働局では、「特別相談窓口」を設置し、職場における各種ハラスメントの相談

に対応します。

12月はハラスメント撲滅月間です！

秋田労働局雇用環境・均等室

令和７年６月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラ

スメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇

用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります！

詳しくは裏面をご覧下さい



全企業が対象となります （施行日：公布（令和７年６月11日）後１年６か月以内の政令で定める日）

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します！
改正法では、国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範

意識を醸成するために、国が啓発活動を行う旨が定められました。職場におけるハラスメントについて、

情報発信等の取組の充実を図ってまいります。

これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等（カスタマーハラスメントの
み）の責務も明確化します。
※ カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、
事業主・労働者・顧客等の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。

① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

③ 労働者の就業環境を害すること。

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。

カスタマーハラスメント対策の義務化

※ 自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等
の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じ
るよう努めるものとされています。

※ カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなけれ
ばならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 ・相談体制の整備・周知

 ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

求職者等に対するセクハラ対策の義務化
いわゆる「就活セクハラ」

● 求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セクシュ
アルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務とな
ります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等）

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等）

事例動画など役立つコンテンツを掲載
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